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➢子ども子育て支援金について
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１．マイナ保険証切り替え状況
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１．マイナ保険証切り替え状況（全加入者のマイナ保険証保有状況）

※9月末時点 全健保組合保有率：74.8%
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２．資格確認書一括交付について
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資格確認書一括交付について

（１）概要

交付

対象

対象者数 健保計：11,485名

対象者抽出時点：2025年9月26日

条件：マイナ保険証未保有者のうち、以下の①②いずれかに該当する者

①資格確認書未交付の方
※2024年11月以前に加入し、従来の健康保険証を保有している方

②交付された資格確認書の有効期限が2024年8月31日までの方
※2024年12月以降に加入し、資格確認書交付後に更新をしていない方

様式 A4紙 有効期限 2026年2月28日（３か月期限）

例外対応
上記交付対象者のうち海外赴任者及びその被扶養者については、はがきタイプの資格確認書（2030年3月末期限）を

交付いたします。

梱包
各事業所・地区ごとに所属順に梱包しています。（10/2送付の対象者リスト順・300部/箱）

※所属末尾がアルファベットのものとそうでないものとで並びの塊が分かれています。

発送予定 2025年10月31日（金）発送予定

マイナ保険証未保有者の定義

①マイナンバーカード未作成または返納済みの方

②マイナンバーカードの保険証利用登録を行って
いない、または解除した方

③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が
切れている方

④マイナンバーが健保システム上未登録の方

11月中に対象者のお手元に届くよう配付をお願いいたします。
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資格確認書一括交付について

（２）配付物サンプル

封筒 資格確認書 案内文書 リーフレット

赤枠部分が封筒の窓枠か

ら見えるようになっています。

世帯単位での封入ではなく、対象者

単位での封入です。

（1つの封筒に1人分の資格確認書）
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資格確認書一括交付について

（３）配付にあたっての注意事項

➢退職等により対象者が11月末までに資格を喪失する場合は交付不要ですので破棄ください。

➢対象者の中に海外派遣者またはその被扶養者分が含まれていた場合は、配付前に健保へご連絡ください。

➢健康保険証の回収は2025年12月2日以降不要です。加入者ご自身で破棄いただくようご案内ください。

➢2025年9月26日以降にマイナ保険証への切り替えが完了した方も今回の対象に含まれております。
問い合わせがあった場合は、資格確認書はご自身で破棄いただき、マイナ保険証をご利用いただくようにご案内ください。

➢10月末と11月末時点で、今回の交付対象者の直近のマイナ保険証切り替え状況を、リストでご提供予定です。
直近で切り替え済みの対象者には交付不要ですので、事業所でのご判断にはなりますが、抜き取り・廃棄をご検討いただければ幸いです。
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2025年11月 12月 2026年 1月 2月 3月以降

資格確認書一括交付について

（４）一括交付後の対応フロー図

2026年2月28日まで有効

2030年3月31日まで有効

期限なし
※ただし5年毎に更新要

2025年12月1日まで有効

あり

なし

マイナ保険証

利用希望有無

マイナ保険証を利用
※資格確認書は破棄

2026年3月  2026年2月末までに完了

以降に完了見込み

マイナンバーカード未作成 / 返納

必要な手続き：マイナンバーカードの作成・利用登録

保険証利用登録 未 / 解除

必要な手続き：利用登録

マイナンバーカード電子証明書有効期限切れ

必要な手続き：電子証明書の更新
手続き

完了時期

資格確認書を利用

資格確認書一括交付

未保有

理由

資格確認書更新申請書の提出

あり

なし

資格確認書

(A4紙)

資格確認書

(はがき)

一括交付時点での

マイナ保険証有無

健康保険証

受領

事業所

配付

・手続きをしなかった方は3月以降、資格確認の手段なし

・5月までに手続きが完了しない場合は、再度A4紙製の

資格確認書が職権交付

マイナンバー

カード

一括交付対象者は、2月末の期限までに マイナ保険証切り替え or 資格確認書更新いずれかの手続きが必要です。
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資格確認書一括交付について

（５）一括交付後の対応における注意事項

➢マイナンバーカードの電子証明書有効期限切れの方は、以前に保険証利用登録まで完了していた場合でも、
電子証明書の更新後に再度、保険証利用登録が必要です。

電子証明書有効期限切れの対象者には、お住いの市区町村役場より、ご自宅あてに有効期限通知書が送付されています。

マイナンバーカード電子証明書更新手続きにおける注意事項

➢申請書は一括交付後すぐに受付開始し、処理完了したものから順次、新しい資格確認書を送付いたします。
通常は期限１か月前から更新申請書受理という運用にしていますが、今回の一括交付においては、工数分散の観点から本運用とします。

➢申請時に、2月末期限の資格確認書の回収は不要です。
悪用防止のため、必ず申請者ご自身で破棄いただくようご案内ください。

➢2月末までに新しい資格確認書をお送りできるよう、原則2026年2月13日健保必着で、申請書のご提出をお
願いいたします。

資格確認書更新手続きにおける注意事項
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３．一括交付後の資格確認書職権交付運用について



11/XX Confidential S#

一括交付後の資格確認書職権交付運用について

（１）概要

2026(令和8)年度の職権交付 概要

交付

対象

対象者抽出時点でのマイナ保険証未保有者のうち、以下の①②いずれかに該当する者

①資格確認書未交付の方 ※主に10月以降にマイナンバーカードの電子証明書有効期限が切れて未手続きの方

②資格確認書の有効期限切れの方 ※２月末の資格確認書有効期限到来後に更新手続きをしていない方

交付

タイミング
2026年5月と2026年11月の２回

様式 A4紙 有効期限
2026年5月交付分：2026年8月31日

2026年11月交付分：2027年2月28日

備考

・今年度の一括交付から継続して対象に挙がった対象者（＝一括交付以降、何も手続きをしていただけていない方）に

ついては、リストをもとに督促対応いただくことを検討中。

・マイナカード有効期限切れについては、今後2027年頃までに対象者数が増加する見込みであることから、別途勧奨施策

を検討する予定。

資格確認書の交付後、有効期限内にマイナ保険証切り替えまたは資格確認書更新が完了しない方は、

期限後に有効な資格確認手段を持たないため、資格確認書職権交付の対象となります。
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2026年 2027年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

健
保

加
入
者

資格確認書更新申請書の提出

電子証明書

有効期限切れ

その他

あり

なし

一括交付後の資格確認書職権交付運用について

（２）フロー図

2031年3月31日まで有効

期限なし
※ただし5年毎に更新要

資格確認書

(はがき)

2026年8月31日まで有効

資格確認書

(A4紙)

マイナ保険証未保有者の

資格確認書有効期限確認

資格確認書交付

(A4紙製)

事業所

配付

受領

未保有理由

マイナカードの作成・利用登録
マイナ保険証

利用希望

有無

資格確認書

を利用

マイナ保険証

を利用

マイナカード電子証明書更新

マイナンバー

カード

2027年2月28日まで有効

マイナ保険証未保有者の

資格確認書有効期限確認

資格確認書交付

(A4紙製)

事業所

配付

受領

交付対象者：マイナ保険証未保有者のうち
2025年10月～2026年3月末の間に資格確認書または

マイナカード電子証明書の有効期限が切れ、未更新の方

交付対象者：マイナ保険証未保有者のうち
2026年4月～2026年9月末の間に資格確認書または

マイナカード電子証明書の有効期限が切れ、未更新の方

資格確認書

(A4紙)

資格確認書更新申請書の提出

電子証明書

有効期限切れ

その他

あり

なし

未保有理由

マイナカードの作成・利用登録
マイナ保険証

利用希望

有無

資格確認書

を利用

マイナ保険証

を利用

マイナカード電子証明書更新

・手続きをしなかった方は9月以降、資格確認の手段なし

・11月までに手続きが完了しない場合は、再度A4紙製の

資格確認書が職権交付
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４．マイナンバー未提出者に対する対応について
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マイナンバー未提出者の状況と今後の対応予定について

直近1年間のマイナンバー提出状況

マイナンバー未提出者への今後の対応
79%

17%

2%
2%

被保険者

51%

38%

7% 4%

被扶養者
1か月以内

3か月以内

4か月以上

未提出

【原則】

資格取得届・扶養

増申請書にマイナ

ンバー記載

毎月のMN連携で

マイナンバーを提出

事業所より

提出督促

2回/年

住基照会によるマ

イナンバー取得を健

保で実施

※氏名・住所に外

字を含む対象者は

住基照会不可の

場合あり。

加入日から5日以内 3か月以内 ４か月以上経過後も未提出 2026年4月・10月

➢ マイナンバー未提出の場合、マイナ保険証を持っている方であってもマイナ保険証での受診ができません。

➢毎月セコムシステムで提供しているマイナンバー未提出者リストに基づき、提出の督促をよろしくお願いいたします。

➢本人は96%、家族は89%が加入後3か月
以内にマイナンバーを提出いただいています。
引き続き、加入手続き時または3か月以内のご提出に

ご協力をよろしくお願いいたします。

4か月以上マイナンバー未提出

者は、毎月健保全体で30名前後

の人数で推移しています。
（海外派遣等で未提出の者を除く）
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５．よくある質問
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マイナ保険証の利用ができない場合の対処方法
マイナ保険証が使えない要因

対応・解消方法
エラーの種類 根本的な要因

健保

マイナンバー重複エラー（登

録されたマイナンバーが健保内
の別資格情報と重複）

登録されたマイナン
バーの誤り疑いのため、
医療機関システムに連
携されていないこと

原因を確認し、必要に応じて健
保・事業所・加入者のいずれか
で修正手続きを実施。
修正完了までは暫定方法または
資格確認書で受診。

誤入力チェックエラー（住基

台帳上の5情報と健保登録の5情
報が不一致）

事業所
事業所から健保へのマイナン
バー連携までのタイムラグ 健保の登録データが医

療機関システムに連携
されていないこと

健保での登録完了までは暫定方
法または資格確認書で受診。

加入者

事業所にマイナンバー未提出
（マイナンバー変更後未届も含
む）

速やかに事業所へマイナンバー
を提出いただく。

マイナカード有効期限切れ未
更新・汚損・紛失等

マイナカード本体が無
効なこと

速やかに役所で更新手続きを実
施いただく。手続き完了までの
間は、資格確認書で受診。

医療
機関

カードリーダー不具合・ネッ
トワーク障害 医療機関でマイナ保険

証を使えるシステムが
ないこと

解消までは暫定方法で受診。

医療機関がマイナシステム未
導入

加入者よりマイナンバー総合フ
リーダイヤルに報告。

【暫定的な受診方法】
①マイナカード＋資格情報のお知らせ(紙/PEP UP/マイナポ画面)提示
②マイナカード＋被保険者資格申立書(医療機関で様式保有)記入
③立替払い(後日療養費支給申請)

のいずれかで受診いただく。加入者

マイナ保険証システム関係図
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マイナ保険証での受診について

マイナンバーカード総合窓口（ ）0120-95-0178

療養費支給申請（立替払い）

療養費支給申請（立替払い）

Q 病院・薬局でマイナンバーカード/資格確認書を出したら受付してもらえませんでした。どうすればよいでしょうか？

• 一部の例外（医師が高齢のため、診療報酬明細書を手書きで対応している場合等）を除き、保険診療を行う医療機関・薬局は、マイナンバーカード/資格確認書による受付が義

務付けられています。マイナンバーカードで受付する場合は、現行の保険証は必要ありません。

なお、マイナンバーカードの取扱いがない医療機関・薬局で受診した場合、マイナンバーカード総合窓口（0120-95-0178）にご一報願います。必要に応じて、厚生労働省が該当する

医療機関・薬局に状況を確認します。

Q 病院でマイナンバーカードを健康保険証として提示した際に、「資格情報なし」と表示されました。どのような手続が必要でしょうか。

• このようなケースでは、マイナンバーを事業所へ提出されていないケース（加入したばかりでまだマイナンバー情報が健保に届いていないケースも含む）がほとんどです。既にご提出済みで

あれば、一旦下記の方法にて対応ください。提出がまだの場合は、速やかにご提出をお願いいたします。

• 保険診療を一時的に受けるための対応：医療機関の窓口で、マイナンバーカードとあわせて、下記いずれかの書類をご提示ください。

マイナンバーカード＋資格情報のお知らせ（紙 /PEP UP画面 /マイナポータル画面）

マイナンバーカード＋被保険者資格申立書（医療機関に書類がありますので、窓口にご確認ください。）

※万が一、全額自己負担となった場合でも、後日健保へ療養費支給申請（立替払い）をしていただくことで、7割分をお支払いいたします。

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_contact
https://www.bridgestone-kenpo.or.jp/application/#term_32
https://www.bridgestone-kenpo.or.jp/application/#term_32
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マイナカード電子証明書有効期限切れについて

期限が切れたらすぐに
マイナ保険証として使えなくなるの？
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マイナンバーカードについて

Q マイナンバーカードの代わりに、スマートフォンで受診できるようになりますか。

• マイナンバーカード機能を2025年夏にiPhoneに搭載できるようになりました。搭載後、一部の医療機関・薬局でiPhoneのマイナ保険証利用を速やかに開始し、順次、全国の医療機

関・薬局に拡大する予定です。Androidのスマートフォンについては、すでに以前から、搭載が可能となっています。

Q マイナ保険証の機能の拡充はどのようなものが予定されていますか。

• 医療費助成の受給者証の一体化：マイナンバーカードは保険証としてだけでなく、難病患者等の医療費助成や、自治体の小児医療費助成の受給者証など、各種医療費助成の

受給者証としても使えるようになります。すでに先行して全国5つの自治体で取組を開始しており、2024年度中に、約183の自治体（22都道府県、161市町村 ）で取組を開始す

る予定です。

• 診察券の一体化：マイナンバーカードを医療機関の診察券として使うことができます。すでに一部の医療機関で利用可能となっており、医療機関のシステム改修が進み次第、順次

拡大します。

• 予防接種や母子保健の一体化：予防接種や母子保健（乳幼児健診・妊婦健診）で、問診票や予診票を事前にスマートフォンを通じてマイナポータルで記入し、マイナンバーカード

で接種や健診を受けられるようになります。なお、接種履歴や健診結果もスマートフォンから確認が可能です。

Q マイナンバーカードを使うのが不安です。

• マイナンバーカード本体には、税や年金の情報、病歴等、プライバシー性の高い情報は記録されていません。また、マイナ保険証はカードと顔認証や暗証番号を組み合わせることではじ

めて、医療情報等を確認できる仕組みになっています。マイナンバーカードを紛失し、カードを利用しようとする人がいたとしても、銀行のキャッシュカードと同様、暗証番号がなければ情

報を引き出すことは不可能です。また、ICチップから不正に情報を読み出そうとした場合、自動的にICチップが壊れ、読み出せなくなる仕組みになっています。さらに、マイナンバーカード

は顔写真付きですので、従来の保険証のようになりすまし受診もできません。

➢健保HPのマイナ保険証ページの内容は11月中にリニューアル予定です。



20/XX Confidential S#

６．子ども子育て支援金について
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子ども子育て支援金について

どの程度の負担額？

◼ ただし、国が令和10年度に支援納付金の最大規模を決めているため、今後、健康保険料や

介護保険料のように右肩上がりで増え続けることはありません。

◼ 健保組合と協会けんぽには、国が一律の支援金率を示すこととなっています。

R8 R9 R10 Ｒ11年以降

＜支援金率・支援金の負担イメージ＞

※支援金率は、令和８年度からスタートし、

令和10年度にかけて0.4％程度に段階的に
上がることが想定されます。

（参考）各年度における支援納付金の総額
（医療保険制度全体）
Ｒ８年度…約6,000億円
Ｒ９年度…約8,000億円
Ｒ10年度…約１兆円

支援金額の計算方法
（標準報酬月額×支援金率※＝毎月の支援金額）

年内に事業所へ支援金率の見込みを文書にて事前

連絡する予定です。

その後、2月組合会で支援金率を確定し、来年度の

保険料率等と合わせて、正式にご連絡いたします。
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所属末尾がアルファベットの場合の並び順、およびBSJ分の梱包について

616711

616712

616712

616741

616745

616745

616771

616777

616777

616741H

616741H

616741J

616748H

616748H

616741HA

616741HA

616741HB

616741HB

616741HC

10ACA81

10ACA81

10ACA82

10ACA82

～

10ACA80B

10ACA80B

10ACA811

10ACA81B

616741HC

616741HD

616741HD

616741HE

616741IA

616741IB

616741IB

616741IC

616741IC

616741ID

BSJ以外の事業所分BSJ分：所属末尾がアルファベットの分とそれ以外の分が別梱包となります。
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ブリヂストン健保加入者のマイナカード電子証明書有効期限切れ到来者数の推移
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告知書イメージ
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